






　心身障害児の療育に関する研究の一環として,全国心身障害児福祉財団療育

相談センターにおける診断と相談に携った。遠方からの多くの患児は,既に立

派な医療機関を受診じているにも拘ちず,時間を費やして来所している。その

理由として 1)診断がつかない 2)+分な説明や指導を受けていない 3)診断や治

療について十分な説明や指導を受けているが納得したくない,或は確認したい

4)幼稚園や学校の先生がすすめるから等である。大学病院や大都市の病院にお

ける診断と治療に関する進歩はある面では目覚しいが,これらの成果が患者に

十分に還元されていないのが現実である。昭和 51 年度研究報告で鴨下は,当セ

ンタ一に来所する患者については現実には早期診断,予防という点では欠けて

いる事が多いことを指摘し,各ブロック毎に充実した相談センターの設置,地域

に結びついたきめの細かな対応の必要性を述べている。症例を示して各地域で

の療育のあり方について考察した。


